
(ご参考)

食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の
対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していること

から、食品製造業、食品流通業(卸売、小売)、外食産業の食品を取り扱う事
業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所
(感染症担当。以下同じ。)と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定

供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたもので

す。このガイドラインは令和2年5月8日の知見に基づいて作成されたもの

で、新たな知見により更新されます

改正後

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であ
ると考えられています。2020年4月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果
実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとさ
れる事伊Ⅱネ報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食
品取扱者の体調管理やとまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳
エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が

実施されていれば心迺三する必要はありません'。
なお

民生活

務を支爰tる事業者においては、業務を'続することとされていまt

産業で対象となる飲料品供洽係(

急事態宣言のもと

ネット通販等)

物の小売係(百

民

ンター)事者においては

策をAめ十分な威染拡大防止対策を講じつつ事業の特性をまえ、業務

1 の{定イ呆に不可欠な業務を行う事・者及びこれらの

の

新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹

をお願いします

堂

食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の

対応及び事業継続に関tる基本的なガイドライン

新型コロナウイルス感染症にっいては、威染'路の

急事態措を実施する特定道府県では

触威染です力

トラン、喫茶店宅配・テークァウ 1レス

境下であれば咳やくしみの症'がなくても威染を拡大させるりスクカ

あるとされ無症候の者からの威染の可能性も指摘されています

ス、ー

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していること

から、食品製造業、食品流通業(卸売、小売)、外食産業の食品を取り扱う事

業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所

(感染症担当。以下同じ。)と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定

供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたもので

す。

こうしたことから

会的

閉"空間において近距て

出の「三つの密を"けるための必要な刻

ト品の 1入

コン'ヒ'ニニ

密,場面(互いに手を伸ぱしたら届く

(気の悪い密男空"である) 2密場P (くの人が密

いう3つの条件(以下「三つの密という)のある場では、威染を拡大させ

)により

現

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であ

ると考えられています。 2020年2月21日現在、食品(生で喫食する野菜・

ドラッグストア

人と人との

大盲に咸染りスクが下がるとされていまt 特に 1密点

果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したと
される事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、

食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、
咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理

が実施されていれぱ心配tる必要はありません'。

(新設)

イテ

加工・流通

生活必需

くの人と会話するの一定の環

口

をとること(social distalMin

ホームt

心は飛沫威染及び

烏での会話や発声が行われる)と

新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹

している)

新型コロナウイルス感染症対策については、現在咸染の流行を早期に終

士

自、させるために

ことを防止することが極めて重要な時期とされており戸生労動省

県、保健戸からの1生報に基δいて

クラスター 団)が炊のクラスター(団)を生み出す

底した対策をお願いしまt

道府

告

空



るりスクカ

i夢考】、、、、、、、、、
「新型コロナウイルス,染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス

対策本部決定)

いと

「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」(厚生労働省HP)

「家庭内でビ注意いただきたいこと~8つのポイント~」(厚生労働省HP)

PI、イ貝に、し、に,1 "巳、豆月し。

①・②(略)

③少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、 tぐに所属長に連絡の

えられています

「人との触を 8割減らす、 10 のボイント

うえ、保健所に問い合わせ

自、ーしさ(呼吸困

ずれかがある場合

ある士昜合

※高齢者.糖尿病心不全呼吸器疾趨(COPD等)の基疾患がある

方や秀析を受けている方免疫、制剤やキ上がん剤を用いてぃる方

症ヒしやすい方(※)で、発熱や咳などの比.的軽い風邪の症

上記以外の方で、発熱や咳など比的軽い風邪の症"が続く場合

強いだるさ(卷怠威)

(生労働省HP)

症"が4日以上九く場合は必ずご相談ください症"には個人差力

ありますので強い症一と思う場合にはすぐに H談してくださし

熱剤などを飲み、けなければならない方も同様でt

また、例えば卸売市場のせり場など常時不特定多数の者が集合tる場所で

は、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には2メートル(互

妊婦の方については念のため重症ヒしやすい方と同様に早めに

ご相談ください

いの手をイぱしたら
^

、^ とを徹底するなど、事業所の業態によって感染予防策を行ってください。
,マス多ゐ龝1稟にっいぞほ7砥給那子芬で吐い沃税〒τチ邪、薮再Στ〒取、】
{り組んでいるところであり、再 11用可能な布マスクの活用も<め、御

高熱等の強い症

1理解をいただきますようぉ願いいたします。 1

, r毒、号】、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1

スーパーマーケットなどの店舗においては、体調がイ.'れない方への来店自

粛をお願いするほ力

況となった場合には 1厶笥な

く

染症対策本,「新型コロナウイルス'染症対策の基本方針(新型コロナウイノレス

いて「ごノ)の密を

部決定)

「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」(厚生労働省HP)

「家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」(厚生労働省HP)
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tる場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には2
メートルを目安として適切な距籬を保って取引を行うことを徹底するなど、
事業所の業態によって感染予防策を行ってください。
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レストラン喫茶店などについては

事者及び剰係団体は、新型コロナウィルス威染症対策の'況分析・提言
(令和2年5月4 田(新型コロナウィルス戊染症対策門{会議)を参考

に業種別のガイドラインを乍するなど自主的な威染防止のための取組を
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(1)(略)

(2)濃厚接触者の確定

(略)

地方自治体堕、ι厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査により、
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、r参誇j 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、}

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の威染可能期間に接触した者のうち、次の,

範囲に該当する者である。(「新型コロナウィルス感染症患者に対tる積極的疫学調査:
要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年4月20日版)」)

に把
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また、「地方自冶体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調
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の範囲に該当する者である。{「新型コロナウィルス感染症患者に対する積極的疫学}
調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版)」)1
新型コロナウイルス威染症が疑われる者と同居あるいは長時問の接触(車内、

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次}

航空機内等を含む)があった者

適切な感染防護無しに新型コロナウィルス感染症が疑われる患者を診察、看護:
若しくは介護していた者

新型コロナウィルス威染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物:

質に直接触れた可能性が高い者

その他:手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2
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(略)

施設設備等の消毒の実 h

消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要
し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施
設、倉庫、執務室等)のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スィ
ツチ類、手すり等)を中心に、アノレコーノレ(エタノーノレ又はイソプロパノー

ノレ)(70%)(アノレコール(エタノール又はイソプロパノーノレ)(70%)が入

手できない場合には、エタソール(60%台))又は次亜塩素酸ナトリウム

(0.05%以上)で拭き取り等を実施してください二'上'上。
(略)

(参考)

1 新型=ロナウイルスに関するQ&A (関連業種の方向け)(令和2年■月15日時点版)

2

(厚生労働省)

新型コロナウイルス威染症に対する威染管理(改訂2個0年'1月 B7 田(国立威染症研
究所国立国際医療研究センター国際威染症センター)

3 新型コロナウイルス'染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和2年5月

4

4日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(令和2年5月4日)(新型コロ十ウ
イルス威染症対策専門六会議)

5 ・ 6 佃各)

3

(略)

施設設備等の消毒の実加

消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要

し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施
倉庫、執務室等)のうち、手指が頻回に接触tる箇所(ドアノブ、スイ

ツチ類、手すり等)を中心に、アルコール W肖毒用エタノール(70%))又

は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を実施してください
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(参考)

1 新型コロナウイルスに関するQ&A (関連業種の方向け)(厚生労働省)

(新設)

佃鋤

新型=ロナウイルス感染症対策の基本方針・(令和2年2月25日新型コロナウイルス感
染症対策本部決定)
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